
Information

◦ 10 月の納税 ◦

納期限は 10 月 31 日木
◎納期限内にお納めください◎

人のうごき
（Ｈ 25.8.31 現在）

区分 人口 前月比

男 14,837  － 11

女 16,367  ＋ 6

合計 31,204  － 5

世帯 13,052  ＋ 14

口座振替は 10 月 25 日金

町県民税（普通徴収）　　　　　　　　　   第 3期
国民健康保険税（普通徴収）　　　   第 4期

●アドバイス
・このような販売方法は、景品表示法や薬事法に抵触する恐れがありますの
で、ご相談ください。

・ 家庭用電位治療器の効果として表示できるものは、「頭痛、肩こり、不眠、
慢性便秘の緩解」がほとんどです。

・ 医療機器承認番号を確認し、（社）日本ホームヘルス機器協会の消費者相
談室（☎ 0120-744-714）に、効能効果を問い合わせてみましょう。

・ 持病をお持ちの人は、購入前に必ずかかりつけ医に相談しましょう。

消費力アップ通信

安心して役場の相談窓口にご相談ください！

相談は秘密厳守。匿名でも相談できます。情報提供も受け付けています。

▽ 消費生活相談窓口（産業課内）☎ 985-4120（毎週火曜日は専門の相談員が対応）

▽ 消費者ホットライン ☎ 0570-064-370

●相談事例
　友人に誘われて、電位治療器の体験会場に行った。そこには大勢の高齢者
がいて、「高血圧や糖尿病が治る」という説明を受け、ビデオを見たり、「病
気が回復した」という体験談も聞いたりした。毎日通いつめ、最終的に信じ
て購入してしまった。使用してみたが、効果を実感しないので解約したい。

電位治療器の体験会場に通わせる
催眠療法に注意！
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町県民税・国民健康保険税（特別徴収分）10 月期
分は年金支給日に差し引き納付となります。
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